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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月8日(2010.1.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
平均繊維繊度が０．００１～０．５デシテックスの極細繊維を発生することができ、極細
繊維を形成する成分が７０～９９重量％である、１～８デシテックスの複合繊維の短繊維
を用いて、ニードルパンチ法により、長さ方向の１０％伸長時の応力が２００～４００Ｎ
／ｃｍ２である短繊維不織布（ｂ）を作製した後、以下の（１）の工程、さらにその後に
（２）の工程を行うことを特徴とする皮革様シート状物の製造方法。
（１）短繊維不織布（ｂ）を拡布状にて水系の液体を含浸した後に加熱処理し、長さ方向
の伸びを１０％以下とするように短繊維不織布（ｂ）中の海成分を溶出して、実質的に繊
維からなる極細繊維不織布とする工程。
（２）流体圧力１０ＭＰａ以上で高速流体処理を行う工程。
【請求項２】
前記（１）の工程において、海成分を全て溶出させないことにより、極細繊維が未脱海部
分で一部拘束された構造とすることを特徴とする請求項１に記載の皮革様シート状物の製
造方法。
【請求項３】
高速流体処理において、極細繊維不織布に織編物、および平均繊維繊度が０．００１～０
．５デシテックスの短繊維不織布（ａ）を積層し、絡合一体化させることを特徴とする請
求項１または２に記載の皮革様シート状物の製造方法。
【請求項４】
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平均繊維繊度が０．００１～０．５デシテックスの極細繊維を発生することができ、極細
繊維を形成する成分が７０～９９重量％である、１～８デシテックスの複合繊維の短繊維
を用いて、短繊維ウェブを作製した後、以下の（１’）～（３’）の工程を順に行うこと
を特徴とする皮革様シート状物の製造方法。
（１’）短繊維ウェブと撚係数が７０００～２００００の繊維により構成される織物をニ
ードルパンチ法により絡合一体化させ、長さ方向の１０％伸長時の応力が２００～４００
Ｎ／ｃｍ２である繊維構造体（ｃ）を作製する工程。
（２’）繊維構造体（ｃ）を拡布状態にて水系の液体を含浸した後に加熱処理し、長さ方
向の伸びが１０％以下となるように繊維構造体（ｃ）中の海成分を溶出して、実質的に繊
維からなる繊維構造体（ｄ）とする工程。
（３’）流体圧力１０ＭＰａ以上で高速流体処理を行う工程。
【請求項５】
前記（２’）の工程において、海成分を全て溶出させないことにより、極細繊維が未脱海
部分で一部拘束された構造とすることを特徴とする請求項４に記載の皮革様シート状物の
製造方法。
【請求項６】
高速流体処理において、繊維構造体（ｄ）の織物面にさらに平均繊維繊度が０．００１～
０．５デシテックスの短繊維不織布（ａ）を積層し、絡合一体化させることを特徴とする
請求項４または５に記載の皮革様シート状物の製造方法。
【請求項７】
短繊維不織布（ｂ）を厚み方向に垂直に２枚以上にスプリット処理した後、（１）の工程
を行うことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の皮革様シート状物の製造方法。
【請求項８】
繊維構造体（ｃ）を厚み方向に垂直に２枚以上にスプリット処理した後、（２’）の工程
を行うことを特徴とする請求項４～６のいずれかに記載の皮革様シート状物の製造方法。
【請求項９】
極細繊維を発生することができる１～８デシテックスの複合繊維が海島型複合繊維であり
、かつ、海成分が５－ナトリウムスルホイソフタル酸を全酸成分に対し５～２０モル％含
む共重合ポリエステル、ポリ乳酸、水溶性熱可塑性ポリビニルアルコールのいずれかであ
ることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の皮革様シート状物の製造方法。
【請求項１０】
水系の液体が界面活性剤を５～３０ｇ／ｌ含むことを特徴とする請求項１～９のいずれか
に記載の皮革様シート状物の製造方法。
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